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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年７月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年８月１３日（月） １２時３０分ごろ 

発生場所 静岡県浜松市所在の細江
ほ そ え

湖
こ

内の浜名湖橋付近 

 浜松市所在の伊奈四等三角点から真方位２３６°１,０３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４６.５′ 東経１３７°３７.４′） 

事故調査の経過  平成２４年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ＢＯＹＳ
ボ ー イ ズ

、５トン未満 

   ２４２－２５２５０静岡、個人所有 

   ２.７０ｍ（Lr）×１.０８ｍ×０.４９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１０６.６５kＷ、平成１３年３月 

Ｂ 水上オートバイ ＧＰ
ジーピー

１２００Ｒ
アール

、５トン未満 

   ２４２－２５５４８静岡、個人所有 

   ２.５１ｍ（Lr）×１.０５ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１０６.６５kＷ、平成１３年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３０歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年７月６日 

    免許証交付日 平成２２年６月７日 

           （平成２７年７月５日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ２７歳 

   二級小型船舶操縦士（湖川小出力） 

    免許登録 日 平成１７年７月２８日 

    免許証交付日 平成２２年６月７日 

           （平成２７年７月２７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部圧損等 

Ｂ 左舷船側部圧損等 

 事故の経過  Ａ船及びＢ船は、それぞれ船長Ａ及び操縦者Ｂが乗船し、両船を含

む４隻の水上オートバイで細江湖内を遊走した。 
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Ａ船及びＢ船は、ブイの周りを左旋回して戻って来るというボート

レースのように航行するつもりであり、時速約５０km の速力で細江湖

内の浜名湖橋付近を陸岸に向けて共に南東進中、平成２４年８月１３

日１２時３０分ごろ先行していたＢ船に追走していたＡ船が衝突し

た。 

船長Ａは、衝突して落水し、周りを見回したところ、水面に浮かん

でいる操縦者Ｂを発見したので、救助に向かった。 

船長Ａは、付近で遊走していた友人を呼んだ後、浜松市所在のマリ

ーナに携帯電話で連絡して救助を求めた。 

操縦者Ｂは、救助に来たボートでマリーナまで運ばれ、救急車で病

院に搬送された。 

操縦者Ｂは、病院でびまん
．．．

性軸索損傷、左動眼神経麻痺、高次脳機

能障害、肋骨骨折等と診断されて入院した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項 

 

船長Ａ及び操縦者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

船長Ａは、出航した際、風が強く吹き、波も高かったが、この程度

なら遊走できると判断していた。 

船長Ａは、本事故発生時、Ａ船の船首で発生する波しぶきが目に入

り、前方を航走していたＢ船が見えなかった。 

操縦者Ｂは、二級小型船舶操縦士（湖川小出力）の操縦免許を有し

ていたが、水上オートバイの操縦に必要な特殊小型船舶操縦士の操縦

免許を受有していなかった。 

操縦者Ｂは、本事故発生時の記憶を失っていた。 

細江湖は、浜名湖の枝湾の１つであり、また、浜名湖橋は、浜名湖

と細江湖の境界に架けられた橋であり、本事故発生時、橋の方向から

波が寄せ、風が吹き抜けている状況だった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ あり、Ｂ 不明 

 Ａ船は、細江湖内の浜名湖橋付近を陸岸に向けて南東進中、船長Ａ

が、Ａ船の船首で発生する波しぶきを顔に浴び、前方を航走している

Ｂ船が見えない状況で追走していたことから、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

 Ａ船は、風力５の風が吹き、波高約０.５ｍの波のある状況で航走

していたことから、湖面が平穏な状況で航走するときより大きな波し

ぶきを発生させていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、ブイの周りを左旋回して戻って来るというボートレースの

ように航行するつもりで遊走しており、Ａ船及びＢ船の損傷状況か
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ら、細江湖内の浜名湖橋付近を陸岸に向けてＡ船の右舷前方を南東進

中、操縦者Ｂが、左側にＵターンしようと思い、左旋回している際に

Ａ船と衝突したものと考えられるが、船長Ａは、Ｂ船を見ておらず、

操縦者Ｂは、本事故発生時の記憶を失っているため、衝突に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

操縦者Ｂは、水上オートバイの操縦に必要な特殊小型船舶操縦士の

操縦免許を受有していなかったので、水上オートバイに乗船してはな

らなかった。 

原因  本事故は、細江湖内の浜名湖橋付近を陸岸に向けてＡ船及びＢ船が

共に南東進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界が確保できない状況では、航行しないこと。 

 


